
令和７年４月２２日 

 

報 道 機 関 各 位 

 経済産業部地域企業支援課 

 

「中小企業者等ＬＰガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金（第３弾）」について 

 

青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業等

の負担軽減を図るため、国の電気・ガス料金支援の支援対象外となっている「ＬＰガス」や

「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、令和６年８月分から１０月分まで及び

令和７年１月分から３月分までの使用量に応じた支援金を給付することとし、５月１２日か

ら申請の受付を開始いたします。 

つきましては、取材・報道について御協力くださるようお願いします。 

 

１ 支援金の名称 

  中小企業者等ＬＰガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金（第３弾） 

   ※本事業は、令和６年度２月補正予算により予算措置し、昨年度実施した支援金（令 

    和６年１０月分～令和６年４月分）に引き続き、追加して実施するものです。 

 

２ 申請受付期間 

令和７年５月１２日（月）から７月４日（金） 

 

３ 支援金の概要 

  別添チラシのとおり 

 

４ 専用電話相談窓口 

・開 設 日 ４月１４日（月）～７月４日（金）の平日 

・開設時間 ９：００～１７：００ 

・電話番号 ０１２０－２２－７０２２（フリーダイヤル） 

 

５ 県ホームページ「中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金（第３弾：令

  和６年８月分～令和６年１０月分及び令和７年１月分～令和７年３月分）のお知らせ」 

  https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/chikikigyo/r7_lpgasshienkin.html 
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